
東北説明資料２  
 

 

 

 

 

 

 

 

女川／東通原子力発電所 原子炉施設保安規定 

 変更比較表 

 

 

 

 

 

２０２１年３月１２日 

東北電力株式会社 
 

 

 



                      女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５１号）      東北電力株式会社 

1 

変更前 変更後 理由 
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変更前 変更後 理由 
（保安に関する組織） 

第４条  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 
 
図４  発電所の保安に関する組織図 

（保安に関する組織） 

第４条  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 
 
図４  発電所の保安に関する組織図 

 

組織整備に伴う変更

（原子力技術訓練セ

ンター所長から原子

力人財育成課長へ変

更） 

（総務部警備課長か

ら技術統括部核物質

防護課長へ変更） 

 

  

社 長 

品質マネジメントシステム 
管理責任者（原子力考査室長） 

原子炉施設保安委員会 

原子力部長 

資材部長 

土木建築部長 

燃料部長 

※２ 

（本店） 

※１ 

原子力技術訓練センター所長 ※１ 

原子力品質保証室長 

所長 

発電用原子炉主任技術者 

電気主任技術者 

ボイラー・タービン主任技術者 

技術統括部長 

原子炉施設保安運営委員会 

品質保証総括課長 

警備課長 

技術課長 

発電管理課長 

発電課長 

計画管理課長 ※２ 

（女川原子力発電所） 

検査課長 

原子燃料課長 

品質保証部長 

総務部長 

環境・燃料部長 

保全部長 

土木建築部長 

発電部長 

総務課長 

放射線管理課長 

防災課長 

土木課長 

工程管理課長 

保全計画課長 

タービン課長 

原子炉課長 

計測制御課長 

電気課長 

輸送・固体廃棄物 
管理課長 

建築課長 

 （原子力本部） 

廃止措置管理課長 

品質マネジメントシステム 
管理責任者（原子力本部長） 
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変更前 変更後 理由 
（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（９）原子力技術訓練センター所長は，教育・訓練（保安教育を除く。）の総括に関する業務を行う。 

２.保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（３）総務部長は，総務課長および警備課長の所管する業務を統括する。 

（４）技術統括部長は，技術課長，計画管理課長および防災課長の所管する業務を統括する。 

 

（略） 

 

（１２）警備課長は，保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（１７）輸送・固体廃棄物管理課長は，燃料の運搬および放射性廃棄物（固体）の管理に関する業務を

行う。 

（略） 

 

 

（２８）発電課長は，原子炉施設の運転および燃料取扱い（輸送・固体廃棄物管理課長および原子燃料

課長所管業務を除く。）に関する当直業務を行う。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（９）原子力人財育成課長は，教育・訓練（保安教育を除く。）の総括に関する業務を行う。 

２.保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（３）総務部長は，総務課長の所管する業務を統括する。 

（４）技術統括部長は，技術課長，計画管理課長，防災課長および核物質防護課長の所管する業務を統括す

る。 

（略） 

 

（１２）核物質防護課長は，保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（１７）輸送・固体廃棄物管理課長は，放射性廃棄物（固体）の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

 

（２８）発電課長は，原子炉施設の運転および燃料取扱い（原子燃料課長所管業務を除く。）に関する当直業

務を行う。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織整備に伴う変更

（原子力技術訓練セ

ンター所長から原子

力人財育成課長へ変

更） 

（総務部警備課長か

ら技術統括部核物質

防護課長へ変更） 

（燃料の運搬に関す

る業務を輸送・固体

廃棄物管理課長から

原子燃料課長へ変

更） 
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変更前 変更後 理由 
（新燃料の運搬） 

第８０条 輸送・固体廃棄物管理課長は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新

燃料輸送容器に収納する場合は，原子炉建屋クレーンを使用する。 

２．輸送・固体廃棄物管理課長は，管理区域内において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に次の事項

を確認する。 

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。※１ 

３．輸送・固体廃棄物管理課長は，管理区域外において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に第２項

（１）から（３）に加え，次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。※１ 

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限

するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（略） 

 

５．放射線管理課長は，輸送・固体廃棄物管理課長が管理区域内で第９４条第１項（１）に定める区域

に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面

密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

６．輸送・固体廃棄物管理課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技

術基準に適合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）線量当量率検査 

（３）未臨界検査 

（４）吊上検査 

（５）重量検査 

（６）収納物検査 

（７）表面密度検査 

７．輸送・固体廃棄物管理課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

（略） 

※１：発電所構外より発電所内に搬入される場合は，発送前確認をもって代えることができる。 

（略） 

（新燃料の運搬） 

第８０条 原子燃料課長は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新燃料輸送容

器に収納する場合は，原子炉建屋クレーンを使用する。 

２．原子燃料課長は，管理区域内において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認す

る。 

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。※１ 

３．原子燃料課長は，管理区域外において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に第２項（１）から

（３）に加え，次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。※１ 

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制

限するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必

要な監督を行わせること。 

（略） 

 

５．放射線管理課長は，原子燃料課長が管理区域内で第９４条第１項（１）に定める区域に新燃料を

収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度

の１０分の１を超えていないことを確認する。 

６．原子燃料課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適

合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）線量当量率検査 

（３）未臨界検査 

（４）吊上検査 

（５）重量検査 

（６）収納物検査 

（７）表面密度検査 

７．原子燃料課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

（略） 

 ※１：発電所構外より発電所内に搬入される場合は，発送前確認をもって代えることができる。 

（略） 

組織整備に伴う変更

（燃料の運搬に関す

る業務を輸送・固体

廃棄物管理課長から

原子燃料課長へ変

更） 
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変更前 変更後 理由 
（使用済燃料の運搬） 

第８６条の２ 原子燃料課長は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済燃料プ

ールにおいて，燃料交換機を使用する。 

(略) 

 

３．輸送・固体廃棄物管理課長は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以

下，本条において「輸送物」という。）を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認する。ただ

し，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）は適用とならない。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限

するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

 

(略) 

 

５．放射線管理課長は，輸送・固体廃棄物管理課長が管理区域内で第９４条第１項（１）に定める区域

に輸送物を移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超

えていないことを確認する。 

６．輸送・固体廃棄物管理課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められ

た技術基準に適合するよう，措置を講じる。 

 

(略) 

 

９．輸送・固体廃棄物管理課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

 

(略) 

（使用済燃料の運搬） 

第８６条の２ 原子燃料課長は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済燃料

プールにおいて，燃料交換機を使用する。 

(略) 

 

３．原子燃料課長は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下，本条に

おいて「輸送物」という。）を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認する。ただし，管理区

域内で運搬する場合については，（３）から（６）は適用とならない。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制

限するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必

要な監督を行わせること。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

 

(略) 

 

５．放射線管理課長は，原子燃料課長が管理区域内で第９４条第１項（１）に定める区域に輸送物を

移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていな

いことを確認する。 

６．原子燃料課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基準

に適合するよう，措置を講じる。 

 

(略) 

 

９．原子燃料課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

 

(略) 

 

組織整備に伴う変更

（燃料の運搬に関す

る業務を輸送・固体

廃棄物管理課長から

原子燃料課長へ変

更） 

 



                      女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５１号）      東北電力株式会社 

6 

変更前 変更後 理由 
（保全区域） 

第９８条 保全区域は，添付１－３に示す区域とする。 

２．警備課長は，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じる。 

 

 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．警備課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることにより，業務上

立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明らかな場合

は，この限りでない。 

(略) 

 

（保全区域） 

第９８条 保全区域は，添付１－３に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じ 

る。 

 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることによ

り，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明

らかな場合は，この限りでない。 

(略) 

 

組織整備に伴う変更

（総務部警備課長か

ら技術統括部核物質

防護課長へ変更） 
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変更前 変更後 理由 
 

（保安に関する組織） 

第２０４条 発電所の保安に関する組織は，図２０４のとおりとする。 
 
図２０４  発電所の保安に関する組織図 

 

（保安に関する組織） 

第２０４条 発電所の保安に関する組織は，図２０４のとおりとする。 
 
図２０４  発電所の保安に関する組織図 

 

組織整備に伴う変更 

（原子力技術訓練セ

ンター所長から原子

力人財育成課長へ変

更） 

（総務部警備課長か

ら技術統括部核物質

防護課長へ変更） 

 

  

社 長 

品質マネジメントシステム 
管理責任者（原子力考査室長） 

原子炉施設保安委員会 

原子力部長 

資材部長 

土木建築部長 

燃料部長 

※２ 

（本店） 

※１ 

原子力技術訓練センター所長 ※１ 

原子力品質保証室長 

所長 

廃止措置主任者 

技術統括部長 

原子炉施設保安運営委員会 

品質保証総括課長 

警備課長 

技術課長 

発電管理課長 

発電課長 

計画管理課長 ※２ 

（女川原子力発電所） 

検査課長 

原子燃料課長 

品質保証部長 

総務部長 

環境・燃料部長 

保全部長 

土木建築部長 

発電部長 

総務課長 

放射線管理課長 

防災課長 

土木課長 

工程管理課長 

保全計画課長 

タービン課長 

原子炉課長 

計測制御課長 

電気課長 

輸送・固体廃棄物 
管理課長 

建築課長 

 （原子力本部） 

廃止措置管理課長 

品質マネジメントシステム 
管理責任者（原子力本部長） 



                      女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５１号）      東北電力株式会社 

8 

変更前 変更後 理由 
（保安に関する職務） 

第２０５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（９）原子力技術訓練センター所長は，教育・訓練（保安教育を除く。）の総括に関する業務を行う。 

 

２.保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（３）総務部長は，総務課長および警備課長の所管する業務を統括する。 

（４）技術統括部長は，技術課長，計画管理課長および防災課長の所管する業務を統括する。 

 

（略） 

 

（１２）警備課長は，保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（１７）輸送・固体廃棄物管理課長は，燃料の運搬および放射性廃棄物（固体）の管理に関する業務を

行う。 

（略） 

 

（２９）発電課長は，原子炉施設の運転および燃料取扱い（輸送・固体廃棄物管理課長および原子燃料

課長所管業務を除く。）に関する当直業務を行う。 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

（保安に関する職務） 

第２０５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（９）原子力人財育成課長は，教育・訓練（保安教育を除く。）の総括に関する業務を行う。 

 

２.保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（３）総務部長は，総務課長の所管する業務を統括する。 

（４）技術統括部長は，技術課長，計画管理課長，防災課長および核物質防護課長の所管する業務を統括す

る。 

（略） 

 

（１２）核物質防護課長は，保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（１７）輸送・固体廃棄物管理課長は，放射性廃棄物（固体）の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（２９）発電課長は，原子炉施設の運転に関する当直業務を行う。 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

組織整備に伴う変更 

（原子力技術訓練セ

ンター所長から原子

力人財育成課長へ変

更） 

（総務部警備課長か

ら技術統括部核物質

防護課長へ変更） 

（燃料の運搬に関す

る業務を輸送・固体

廃棄物管理課長から

原子燃料課長へ変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（廃止措置におい

て，燃料取扱いに関

する当直業務がない

ため削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５１号）      東北電力株式会社 

9 

変更前 変更後 理由 
（新燃料の運搬） 

第２８０条 輸送・固体廃棄物管理課長は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を 

新燃料輸送容器に収納する場合は，原子炉建屋クレーンを使用する。 

２．輸送・固体廃棄物管理課長は，管理区域内において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に次の事項 

を確認する。 

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

３．輸送・固体廃棄物管理課長は，管理区域外において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に第２項

（１）から（３）に加え，次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。 

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制

限するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必

要な監督を行わせること。 

（略） 

 

５．放射線管理課長は，輸送・固体廃棄物管理課長が管理区域内で第２９４条第１項（１）に定める区 

域に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表

面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

６．輸送・固体廃棄物管理課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技 

術基準に適合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）線量当量率検査 

（３）未臨界検査 

（４）吊上検査 

（５）重量検査 

（６）収納物検査 

（７）表面密度検査 

７．輸送・固体廃棄物管理課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

 

(略) 

（新燃料の運搬） 

第２８０条 原子燃料課長は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新燃料輸送 

容器に収納する場合は，原子炉建屋クレーンを使用する。 

２．原子燃料課長は，管理区域内において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認す 

る。 

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

３．原子燃料課長は，管理区域外において，新燃料を運搬する場合は，運搬前に第２項（１）から

（３）に加え，次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。 

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制

限するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必

要な監督を行わせること。 

（略） 

 

５．放射線管理課長は，原子燃料課長が管理区域内で第２９４条第１項（１）に定める区域に新燃料 

を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限 

度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

６．原子燃料課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適 

合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）線量当量率検査 

（３）未臨界検査 

（４）吊上検査 

（５）重量検査 

（６）収納物検査 

（７）表面密度検査 

７．原子燃料課長は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

 

(略) 

組織整備に伴う変更 

（燃料の運搬に関す

る業務を輸送・固体

廃棄物管理課長から

原子燃料課長へ変

更） 

 



                      女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５１号）      東北電力株式会社 

1
0 

変更前 変更後 理由 
（使用済燃料の運搬） 

第２８６条の２ 原子燃料課長は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済燃料 

プールにおいて，燃料交換機を使用する。 

 

（略） 

 

３．輸送・固体廃棄物管理課長は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以 

下，本条において「輸送物」という。）を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認する。ただ

し，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）は適用とならない。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限す 

るとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要な 

監督を行わせること。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

 

（略） 

 

５．放射線管理課長は，輸送・固体廃棄物管理課長が管理区域内で第２９４条第１項（１）に定める区 

域に輸送物を移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を

超えていないことを確認する。 

６．輸送・固体廃棄物管理課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められ

た技術基準に適合するよう，措置を講じる。 

（略） 

 

９．輸送・固体廃棄物管理課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

(略) 

 

（使用済燃料の運搬） 

第２８６条の２ 原子燃料課長は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済燃

料プールにおいて，燃料交換機を使用する。 

 

（略） 

 

３．原子燃料課長は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下，本条に

おいて「輸送物」という。）を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認する。ただし，管理区

域内で運搬する場合については，（３）から（６）は適用とならない。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限 

するとともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

 

（略） 

 

５．放射線管理課長は，原子燃料課長が管理区域内で第２９４条第１項（１）に定める区域に輸送物を 

移動する場合は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていな

いことを確認する。 

６．原子燃料課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基準

に適合するよう，措置を講じる。 

（略） 

 

９．原子燃料課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

(略) 

 

組織整備に伴う変更 

（燃料の運搬に関す

る業務を輸送・固体

廃棄物管理課長から

原子燃料課長へ変

更） 

 



                      女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５１号）      東北電力株式会社 

1
1 

変更前 変更後 理由 
（保全区域） 

第２９８条 保全区域は，添付２－３に示す区域とする。 

２．警備課長は，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じる。 

 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．警備課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることにより，業務上

立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明らかな場合

は，この限りでない。 

 

(略) 

 

（保全区域） 

第２９８条 保全区域は，添付２－３に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じる。 

 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることによ

り，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明

らかな場合は，この限りでない。 

 

(略) 

 

附 則（  年 月  日 原規規発第  号） 

（施行期日） 

第１条 本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，第４条 図４および第２０４条 図２０４の発

電所の保安に関する組織への変更を行う日から施行する。 

 

組織整備に伴う変更 

（総務部警備課長か

ら技術統括部核物質

防護課長へ変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に伴う附則の追

加 

 



                      東通原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５２号）      東北電力株式会社 

1
2 

変更前 変更後 理由 

 
 

 

 

 

 

東通原子力発電所 

原 子 炉 施 設 保 安 規 定 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月 

 

東北電力株式会社 
 

 
 

 

 

 

 

 

東通原子力発電所 

原 子 炉 施 設 保 安 規 定 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

＿年＿月 

 

東北電力株式会社 
 

 

 

 



                      東通原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５２号）      東北電力株式会社 

1
3 

変更前 変更後 理由 
（保安に関する組織） 

第４条  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

図４  発電所の保安に関する組織図 

 

（保安に関する組織） 

第４条  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

図４  発電所の保安に関する組織図 

 

組織整備に伴う変更 

（原子力技術訓練センタ

ー所長から原子力人財育

成課長へ変更） 

（警備課長から核物質防

護課長へ変更） 

 

 



                      東通原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表（２０２０年度 東北電原運第５２号）      東北電力株式会社 

1
4 

変更前 変更後 理由 
（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（９）原子力技術訓練センター所長は，教育・訓練（保安教育を除く。）の総括に関する業務を行

う。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（３）警備課長は，保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（保全区域） 

第９６条 保全区域は，添付３に示す区域とする。 

２．警備課長は，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じる。 

 

 

（周辺監視区域） 

第９７条 周辺監視区域は，図９７に示す区域とする。 

２．警備課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることにより，業

務上立ち入る者以外の立ち入りを制限する。ただし，当該区域に立ち入るおそれのないことが

明らかな場合は，この限りでない。 

 

（略） 

 

 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（９）原子力人財育成課長は，教育・訓練（保安教育を除く。）の総括に関する業務を行う。 

 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

 

（略） 

 

（３）核物質防護課長は，保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 

 

（略） 

 

（保全区域） 

第９６条 保全区域は，添付３に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講

じる。 

 

（周辺監視区域） 

第９７条 周辺監視区域は，図９７に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることによ

り，業務上立ち入る者以外の立ち入りを制限する。ただし，当該区域に立ち入るおそれのない

ことが明らかな場合は，この限りでない。 

 

（略） 

 

 

附 則（  年 月  日 原規規発第  号） 

（施行期日） 

第１条 本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，第４条 図４の発電所の保安に関する組織

への変更を行う日から施行する。 

組織整備に伴う変更 

（原子力技術訓練センタ

ー所長から原子力人財育

成課長へ変更） 

（警備課長から核物質防

護課長へ変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に伴う附則の追加 

 


